
久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災による大津
波において、当市を含む東北沿岸地域は未曽有の災害に
直面しました。
　当市では、家屋の流失、水産加工施設の損壊、漁船・
漁具の損失等の被害を受けたところでありますが、速や
かな復旧・復興に向け取り組むため、同年７月に復興計
画を策定したところであり、単に元のまちに戻すだけで
なく、「新たな視点による　新たなまちづくり」を目標
とし、５つのプロジェクトに基づく各種復興事業を進め
ているところであります。
プロジェクトⅠ「生活を再建する」は、最重要課題と捉
えていた集団移転事業が25年度末で完了するとともに、
拡充した住宅再建支援制度の活用により自力再建も順調
に進み、住宅再建は一定の目途がついてきたことから、
被災した市民の安定した暮らしのため、雇用機会の創
出・確保を図る段階に重心が移行しつつあります。
プロジェクトⅡ「水産業を復興する」は、甚大な被害を
受けた水産業の復旧はほぼ完了したことから、今後は、
漁業者の安定した生活のため、つくり育てる漁業を推進
するとともに、農林業の振興を図り、１次産業の場を確
保するためにも重要な取組みと位置付けています。
プロジェクトⅢ「交流人口を拡大する」は、市外からの
来訪が復興の活力となり、中心市街地等への経済波及効
果も高いことから、「あまちゃん」効果を最大限に活か
した取組みが必要であります。
さらには、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放
射能対策も重要な課題となっております。
速やかな復旧・復興は、市の取組みだけでは不可能であ
り、国や県の多大な支援が必要であることから、復興財
源の確保を国へ要望するとともに、復興の進度に応じ、
なりわいの再生に重点を置いた総合的な支援について要
望いたします。

【具体の内容】
１　復興財源の確保
(1)　復興事業における基幹的事業の枠の拡大
(2)　直轄事業の実施に伴う地方負担への財政支援を国に
対し要望すること

1 復興財源の確保
(1) 復興事業における基幹的事業の枠の拡大
　平成28年度以降５年間（復興・創生期間）の復興事業
については、６月末に政府方針が決定され、本県が平成
28年度以降5年間の復興事業費を約2.2兆円と試算し、そ
のうち、国費により措置されるべき財源約1.6兆円と見
込んでいたほぼその全額を国費対象額として措置された
ところです。
　本県の復興は、平成27年度末においても全体の半分程
度の進捗見込みであり、今後の復興を進めていく中で
は、当初想定していなかった困難が生じてくることも考
えられ、財政的に脆弱な自治体が復興を続けていくこと
には様々な苦労が伴うことから、引き続き国には、こう
した点に対する配慮を求めていきます。
　また、平成28年度の復興に関する事業で、内容等がま
だはっきりしていないものも多くあることから、必要に
応じ、本県から各省庁に対し、被災地・被災者の実態や
課題をしっかりと伝えながら、必要な予算が確保される
よう取り組んでいきます。

(2) 直轄事業の実施に伴う地方負担への財政支援を国に
対し要望すること
　先般、国から平成28年度以降５年間の復興事業につい
て方針が示され、直轄事業である湾口防波堤について新
たに地元負担の対象となったことは、大変残念な結果と
受け止めています。
　今後、県としては、復興を遅らせることなく、一日も
早い復興に向けて事業を進めるよう国に働きかけていき
ます。

１　東日本大震
災からのなりわ
いの再生に係る
支援について

県北広
域振興
局

経営企画
部、土木
部

Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

２　なりわいの再生支援
(1)　雇用機会の創出・確保に対する支援

２　なりわいの再生支援
(1)雇用機会の創出・確保に対する支援
   産業振興と雇用の創出を一体として支援する事業復
興型雇用創出事業による長期・安定的な雇用の創出な
ど、関係機関と連携を図りながら支援をしていきます。
　また、平成28年度以降の長期・安定的な雇用の創出の
拡大を図るため、国に対し、事業復興型雇用創出事業の
事業実施期間の延長及び交付金の追加交付等を要望した
ところです。

県北広
域振興
局

経営企画
部

Ｂ

２　なりわいの再生支援
 (2) つくり育てる漁業の推進に対する支援

２　なりわいの再生支援
 (2) つくり育てる漁業の推進に対する支援
　 県では、水産分野の「なりわいの再生」のための重
点的な取組として、漁協や漁業者の貴重な収入源である
サケ、アワビ、ウニ等の種苗放流を中心としたつくり育
てる漁業の取組を支援しているところです。
 
 ① 27年度のサケの回帰尾数は、震災年に放流された稚
魚及びその翌年に十分な数の放流ができなかった稚魚が
回帰することから、大幅に減少することが予測されま
す。
 このため、種苗生産に必要な種卵不足が懸念されるこ
とから、関係機関と連携して「さけ資源緊急回復支援事
業」等により、種卵の確保と放流計画の着実な実施につ
いて支援していくこととしています。

 ② アワビ、ウニについては、県栽培漁業協会の種苗生
産が本格化したことから、平成27年度から、震災前とほ
ぼ同水準で種苗供給できる体制となっております。

 ③ ナマコ、ヒラメについても、本年度から種苗の供給
を再開することとしています。

 ④ 本県のつくり育てる漁業を推進するため、国に対
し、サケやアワビ等の種苗放流経費に対する支援の継続
を引き続き要望していくこととしています。

県北広
域振興
局

水産部 Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

２　なりわいの再生支援
(3)　交流人口の拡大による地域経済活性化に対する支援

２　なりわいの再生支援
(3)　交流人口の拡大による地域経済活性化に対する支
援
　県では、第２期復興実施計画において、長期的な視点
に立ち、将来にわたって持続可能な新しい三陸地域の創
造を目指す「三陸創造プロジェクト」を推進していま
す。
　このプロジェクトの一つとして、三陸ジオパークの推
進をはじめ、定住交流人口の拡大による活力みなぎる地
域づくりを目指す「新たな交流による地域づくりプロ
ジェクト」を掲げ、復興活動を契機とした交流人口の拡
大や、豊かで多彩な自然環境、岩手の風土に根ざした歴
史の中で育まれた文化遺産や伝統芸能などを生かした地
域ツーリズム等の促進を図ることにしています。
　このため、「あまちゃん」効果など地域の観光資源を
活かしたプロモーション等により誘客を促進するととも
に、震災学習を中心とした教育旅行を沿岸観光の柱とし
て確立するよう取り組んでいるところです。また、三陸
復興国立公園、みちのく潮風トレイル及び三陸ジオパー
ク等の新たな観光資源、これらを活用した体験プログラ
ムを取り入れた三陸観光、内陸－沿岸の旅行ルートの定
番化に向けて、三陸観光応援バスツアーの支援などを
行っているところです。
　今後も、こうした取組みを沿岸観光の大きな柱とし
て、豊かな食やロケツーリズム、三陸鉄道、東北エモー
ションなど、多様な観光素材と組み合わせながら、三陸
地域全体への誘客の拡大に取り組み、交流人口の拡大に
よる地域活性化につなげていきたいと考えています。

県北広
域振興
局

経営企画
部

Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

３　放射能対策に係る支援
(1) 直接的な被害に対する支援
　県では、牧草地の除染など放射性物質の影響を受けた
生産者に対する支援を行っており、久慈地域の除染は平
成26年５月までに終了しています。
　また、県内で生産される農林水産物への放射性物質の
影響を回避するため、牧草地除染後の牧草の放射性物質
濃度の検査を実施するなど、生産環境の安全性の確保に
引き続き努めていきます。

(2) 風評被害に対する支援
　県では、消費者への安全な県産農林水産物を提供する
観点から、国の「検査計画、出荷制限等の品目・区域の
設定・解除の考え方」に基づき「県産農林水産物の放射
性物質濃度の検査計画」を策定し、穀類、野菜類、果実
類、畜産物、特用林産物及び水産物の検査を実施すると
ともに、検査結果をホームページ等を通じて県内外に広
く情報提供しています。
  県が利用自粛を要請していない牧草地においては、市
町村が風評被害対策として実施する暫定許容値以下の放
射性物質低減対策について、「いわて型牧草地再生対策
事業」により支援しています。
　なお、生活情報誌や動画等による県産食材のＰＲ、首
都圏や関西圏を中心とするレストランシェフ等を対象と
した産地見学会の実施、乾しいたけやワカメ等の県産食
材フェアの開催などを通じ、県産農林水産物の安全・安
心や産地の魅力を発信し風評被害の防止に取り組んでい
るところです。
　また、市町村や生産者団体等が行う風評被害の払拭に
向けた物産展等の開催を支援し、消費者の信頼を確保す
るとともに、県産農林水産物の販路回復・拡大に向けた
取組を行っていきます。

３　放射能対策に係る支援
(1)　直接的な被害に対する支援
(2)　風評被害に対する支援

県北広
域振興
局

農政部、
林務部、
水産部

Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

　岩手県立久慈高等学校は、昭和40年３月に完成、移転
したものであり、建築後50年が経過して老朽化が進んで
いる状況にあります。
　平成２年から３年にかけて本校舎大規模改修が行われ
たものの、その後20年以上経過し、現在は、床や壁のひ
び割れ、床の歪み、管設備の老朽化による蒸気漏れ、電
気設備の老朽化による原因不明の停電など安全性につい
て特に懸念されるところです。
　学校では、危険箇所へのバリケードの設置、修理、改
修工事等の対応を施しているものの根本的な解消に至っ
ていない状況にあります。また、学習環境関連では、学
年単位や複数クラスが集まって授業をするための特別教
室が十分ではなく、受験対策や各種講義の実施に支障が
出ているなど、旧式校舎のため活動の場が限られ、教職
員、生徒とも既存の施設を工夫して活用しているもの
の、生徒の学習や部活動等に支障が出ている状況にもあ
ります。
　同校の生徒たちは「進取貫道」を校是として文武両道
を目標に掲げ、学業に励むことはもちろん、部活動にも
積極的に取り組んでおり、時代にふさわしい施設整備が
望まれるところであり、建築後50年が経過している本校
は、十分とは言えない環境にあるものと捉えておりま
す。
　最近では、定員も充足している状況にあり、広い県土
を持つ当県において、地域での後期中等教育の場は必要
不可欠であり、さらに、進学校として教師、生徒が必死
に取り組む校風にあり、久慈地域の中心校としてなくて
はならない高校でもあります。恵まれた環境の中で子供
たちがのびのびと高校生活を過ごし、優れた人材育成の
核施設であることを望むものであり、そのためには、学
業や部活動のための環境の整備が重要な条件であります
ことから、学校の改築を要望いたします。
【具体の内容】
　老朽化している県立久慈高等学校の本校舎及び付属施
設等の改築による学習及び部活動の環境整備並びに敷地
全体の効率的な配置

２　岩手県立久
慈高等学校の改
築について

　久慈高校の校舎は、建物の長寿命化を図るべく平成２
年度に大規模改修工事を実施していますが、建築後50年
を経過し、大規模改修工事からも24年が経過していま
す。
　県の厳しい財政状況において、県教育委員会として
は、東日本大震災からの災害復旧を最優先として取り組
んでいるところですが、久慈高校は老朽化の度合いが大
きく耐震性も低いことから、現在の県立高校において最
も改築が必要な校舎であり、施設の不具合に対しても優
先的に考慮し対応していく必要があると認識しています
ので、今後できる限り早期の着手に向け取り組んでいき
ます。

県北広
域振興
局

県北教育
事務所

Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

３　地方交付税
制度の充実強化
について

　当市をはじめ県北・沿岸地域は少子高齢化や社会的人
口流出に伴う地域活力の低下が進み、将来の地域社会の
維持が懸念される状況にあります。特に東日本大震災に
よる甚大な被害を受けた沿岸自治体にあってはその傾向
が一段と顕著になっております。
　これらの課題克服のため「まち・ひと・しごと創生事
業」に取り組み、人口減少に歯止めをかけるべく、医
療・介護・福祉施策及び生活の基本となる雇用創出・産
業振興施策等を推進することと併せ、安全で快適な地域
社会形成のためのインフラ整備・環境対策等々、今後と
も持続的な行政サービスの提供には安定財源の確保が不
可欠であり、自主税源の乏しい当市においては、地方創
生事業に係る交付金による長期的な支援並びに地方交付
税の財源調整機能及び財源保障機能の充実強化が必須の
状況にあります。
　また、普通交付税に係る合併算定について、当市は平
成28年度から５年の経過期間を経て平成33年度以降は一
本算定のみとなります。国においては、算定の見直しを
検討しておりますが、合併により過疎地域を抱えること
となる厳しい地理的条件や以前からの課題である「やま
せ」などの厳しい気象条件等から行政エリア拡大に伴う
新たな行政需要が増大している状況にあり、見直しが実
情を適切に反映し、行われる必要があります。
　つきましては、県は、市とともに次の視点に沿って地
方交付税制度等の充実強化についてご尽力いただきます
よう、要望いたします。
【具体の内容】
１　税源偏在の再配分機能として、地方自治体の安定的
財政運営に必要総額が確実に確保されること及び「ま
ち・ひと・しごと創生事業」に係る支援が継続して行わ
れること
２　合併に係る特例終了に伴う算定見直しにおいては、
全国的な方針に加え、県内市町村特有の地理的条件及び
気象条件等の実情を適切に反映させること
３　安易な国庫補助負担事業の一般財源化（交付税算
入）を厳に慎み、止むを得ず一般財源化とする場合は地
方への負担転嫁とならないよう十分な財源確保措置を講
じること

【１、３関係】
　財源調整・財源保障は地方交付税の重要な機能と考え
ており、地方の安定的な財政運営に必要な地方交付税を
含めた地方一般財源が確保されるよう、国に対して機会
を捉えて要望を行っています。

【１関係】
　「まち・ひと・しごと創生事業」に係る支援について
は、平成27年度の地方財政計画に「まち・ひと・しごと
創生事業費」として１兆円が計上され、平成31年度まで
継続して措置するとされているほか、現在、国において
平成28年度予算で地方創生に係る新型交付金を創設する
ことが検討されています。

【２関係】
　また、普通交付税の算定方法については、平成26年度
から、合併後の支所や出張所に要する経費が新たに算定
対象に加えられたほか、現在国において、面積の拡大に
伴い増加が見込まれる経費を算定に反映させるための密
度補正の見直し、標準団体の面積拡大による施設数の見
直しなど、市町村合併後の市町村の姿の変化に対応する
よう検討し順次見直しを進めているところです。
　県としても、国による算定方法の見直しが、県内市町
村の実情を適切に反映したものとなるよう、市町村と連
携し国に働きかけていきます。

県北広
域振興
局

経営企画
部

Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

４　地域公共交
通確保の維持・
存続について

　当市では、市民バス等の公共交通機関は、地域住民の
生活の足として、また、交通手段をもたない高齢者や児
童・生徒にとっては、日常生活に欠かせないものであり
ます。
　ＪＲバス路線の廃止に伴い、平成20年４月から、市民
バス「のるねっとＫＵＪＩ」の運行をしているところで
す。平成25年度より特定被災地域公共交通調査事業によ
り、国庫補助金を受けているところでありますが、今後
とも安定した公共交通体系を維持していくには、市の負
担だけでは限界があることから、国及び県の財政的支援
が必要であります。
　また、岩手県立久慈高等学校山形校の本校への統合に
伴い、運行を開始した通学支援バスは、県立高等学校新
整備計画通学支援費補助金の交付を受け、運行している
ところであります。この補助金については、県より終期
設定を求められているところでありますが、市ではこれ
までも、保護者への説明や進路の検討に時間を要するた
め、補助を28年度まで維持継続していただきたい旨を要
望してきたところであります。
　広域的な生活交通の確保は、県においても重要な行政
課題であり、市町村単独では路線の維持・存続、具体的
な生活交通計画の策定及び財政負担等は困難な状況にあ
ることから、県からの指導や財政的支援を受け、広域市
町村と連携した公共交通の確保を進めていくため、次の
とおり要望いたします。

【具体の内容】
１　公共交通の維持・存続に向けた財政的支援
２　通学支援に係る総合的な支援の仕組みづくりをする
こと
　特に、遠距離通学に係る交通費の総合的な仕組みづく
りを市町村と一体となり検討すること
３　県立高等学校新整備計画通学支援費補助金につい
て、平成28年度まで継続支援すること

１　公共交通の維持・存続に向けた財政的支援
　バス路線は、地域住民の生活を支える基盤として重要
な役割を担っていることから、県では複数市町村にまた
がる広域的かつ幹線的なバス路線に対して、国との協調
による補助を行っているほか、県単補助制度である地域
バス交通支援事業により広域的な生活路線の維持支援を
行っております。
　また、市町村の運行するバス路線の運行経費に関して
は、特別交付税による措置（経費の８割）がなされてい
るところです。
　地域公共交通を持続的に確保していくためには、地域
の実情に応じた交通体系の構築や地域公共交通の利用促
進について取り組んでいく必要があることから、県単補
助制度である地域公共交通活性化推進事業により財政支
援を行うとともに、有識者等から構成する公共交通活性
化支援チームによる路線改善や「減クルマ」チャレンジ
ウィークによる利用促進キャンペーン等を実施し、貴市
とともに公共交通の確保に努めていきます。(Ｂ)

２　通学支援に係る総合的な支援の仕組みづくりをする
こと
　現在、新たな高等学校再編計画(仮称)の策定作業を進
める中で、「県立高校に係る地域検討会議」等、各地域
において意見を伺う場を設けており、高校再編に係る通
学支援策についても、丁寧に地域の方々の意見を伺い、
望ましい通学支援策の在り方を検討していきます。(Ｃ)

３　県立高等学校新整備計画通学支援費補助金につい
て、平成28年度まで継続支援すること
　義務教育ではない高等学校への通学費用は原則として
生徒、保護者の負担ですが、県立高等学校新整備計画通
学支援費補助金は、統廃合に伴う通学環境の変化への激
変緩和措置として、特例で実施しているものです。
　事業終期については、今後も協議していきますが、補
助開始当初の想定より補助期間を延長してきているとこ
ろであり、更なる期間延長は難しい状況です。(Ｃ)

県北広
域振興
局

経営企画
部

Ｂ・
Ｃ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

５　久慈港の整
備促進について

　当市は、海洋に開かれた都市として、久慈湾とその周
辺地域の総合的な開発による地域振興策を進めていると
ころでありますが、当市の防潮堤や河川堤防高は、湾口
防波堤の完成を前提とした計画であり、東日本大震災で
尊い命と多くの貴重な財産が失われたことから、恒久的
な津波防災対策である湾口防波堤の早期完成が強く望ま
れております。
　さらには、国家石油備蓄基地のほか、地域の核企業で
ある北日本造船株式会社をはじめとする既立地企業の更
なる事業拡張や、新規の港湾利用型企業の誘致による地
域経済の活性化を図るうえでも、港湾整備の推進が不可
欠な状況であります。
　また、貨物取扱量については、市単独の優遇制度によ
る港湾利用を促しておりますが、県央部への道路交通網
の整備が進まず、利用企業が久慈周辺に限定されること
等から全体として減少傾向にあり、その対策が喫緊の課
題となっております。
当市は、東日本大震災大津波により甚大な被害を受け、
さらには、昨年４月のチリ地震津波においても、国内観
測地点で最大の津波高を観測していることから、市民生
活の安全・安心を確保するうえで、湾口防波堤の整備促
進が不可欠な状況にあります。
　また、湾口防波堤の整備促進をはじめ、工業用地の造
成を含めた久慈湾総合開発の推進は、背後地における企
業の立地を促すとともに、広大な静穏水域を活用するこ
とによる水産業の振興、観光開発等が図られ、地域産業
の活性化及び雇用の維持・創出に大きく寄与するところ
であり、魅力ある港湾整備を図るため、ハード・ソフト
両面における環境整備が必要な状況にありますことから
次のとおり要望いたします。

県北広
域振興
局

土木部
Ｂ・
Ｃ

１　久慈港湾口防波堤の整備促進
　(1) 久慈港湾口防波堤は、地域の安全確保や産業振興
の基盤として重要な施設であり、また、久慈港湾口防波
堤の完成を前提に久慈市街地の復興まちづくりが進めら
れていることから、県では、国に対して整備促進・早期
完成を強く要望してきたところです。引き続き、久慈港
湾口防波堤の整備促進・早期完成について、機会を捉え
て国へ強く要望していきます。(B)

　(2) 県では、久慈港湾口防波堤の整備に係る県費負担
（直轄事業負担金）について、国の事業進捗に合わせた
財源確保に努めてきたところです。
　また、震災後は県負担分に震災復興特別交付税措置が
施され、全額国費で整備されてきたところです。
　国では、平成28年度から一部地方負担を求めることと
していますが、久慈港湾口防波堤は久慈市街地における
津波被害の軽減や久慈港の利用向上に欠かせない重要施
設であることから、国の事業進捗に合わせた財源確保に
努めていきます。(B)

２　久慈港における埋立計画の推進（諏訪下地区、半崎
地区）及び県営上屋、照明設備等の新たな港湾施設・設
備の整備
  久慈港諏訪下地区及び半崎地区の埋立については、護
岸などの外郭施設の建設に、膨大な費用が見込まれ、現
段階では予算確保が困難な状況です。
　今後、港湾の利用状況や埋立計画を推進するうえでの
課題等を見極めながら可能性を検討していきます。(C)
　また、県営上屋及び照明設備等の整備については、港
湾施設の利用状況や取扱貨物量の推移等を見極めなが
ら、可能性を検討していきます。(C)
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

【具体の内容】
 (1) 計画の早期完成
　　北堤2,700ｍ（整備済525ｍ）、南堤1,100ｍ（整備済
1,025ｍ）
 (2) 県費負担に係る財源の確保
２  久慈港における埋立計画の推進（諏訪下地区、半崎
地区）及び県営上屋、照明設備等の新たな港湾施設・設
備の整備
３　港湾施設利用料の低減や利用奨励制度の創設など、
貨物取扱量の回復に向けた取組みの推進

３　港湾施設利用料の低減や利用奨励制度の創設など、
貨物取扱量の回復に向けた取組の推進
　県では、港湾施設の利用促進に向けた取組について、
平成25年３月に国や港湾所在市、関係企業などとともに
検討を進め「岩手県重要港湾利用促進戦略」として取り
まとめたところです。
　港湾施設使用料の低減や利用奨励制度の創設などにつ
いては、集荷目的等に応じて対応を検討することとして
おり、今後、実施に伴う効果や港湾所在市が独自に設け
ている利用奨励制度との住み分けなどを考慮しながら、
取扱貨物量の拡大に向けた集荷方法のあり方などと併せ
て検討を進めていきます。(C)

４　湾口防波堤の完成により創出される静穏水域を活用
した産業に対する支援

４　湾口防波堤の完成により創出される静穏水域を活用
した産業に対する支援
　久慈湾口防波堤により創出される静穏域は、新たな養
殖漁場としての活用に期待が持てることから、漁協、久
慈市等の関係機関と連携して、アワビ、マガキなどの養
殖試験を実施しています。
　また、平成26年５月から湾内４定点において、漁場環
境調査を実施しており、湾内の漁場環境の長期的な把握
と、新たな養殖種についても検討していきたいと考えて
います。

県北広
域振興
局

水産部 Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

Ｂ

６　再生可能エ
ネルギー等の活
用・供給拠点の
取組に対する支
援について

　東日本大震災に伴う原発事故等の影響により、国で
は、復興基本方針やエネルギー基本計画において再生可
能エネルギーの導入を推進することとしており、各自治
体においても、それぞれ独自の取組みを進めているとこ
ろであります。
当市においても、再生可能エネルギー導入のポテンシャ
ルが高い地域の一つとされておりますことから、復興計
画において、太陽光や洋上風力発電等の導入、さらには
安定エネルギーであるＬＮＧ火力発電等の従来発電施設
の誘致を掲げ、他地域にも貢献し得る再生可能エネル
ギー等の活用・供給拠点を目指しております。
　再生可能エネルギーの導入は、単独市町村のみなら
ず、広域的な視点による施策の推進が必要であることか
ら、国による多方面への支援、誘導施策はもとより、当
市の持つ多様な再生可能エネルギーのポテンシャルが生
かされ、市復興計画や岩手県地球温暖化対策実行計画の
推進が図られるよう、県による一層の支援や県自らの主
導による新たな取組みの推進を望むものであります。
　また、当地域においては、送電網の脆弱性が大きな課
題となっており、当市においても系統への連系に制約が
生じている状況にあります。これにより、発電事業者の
誘致に大きな支障を来していることから、国、電力会社
及び発電事業者が一体となって送電網の強化に取り組む
よう、県によるさらなる働きかけの強化を要望するもの
であります。

【具体の内容】
１　風力発電（陸上・洋上）、波力発電等の多様な再生
可能エネルギー導入・検討に対する支援及び県自らの主
導による取組みの推進
２　大規模発電所（再生可能エネルギー及びＬＮＧ火力
発電等）の系統連系に必要な送電網強化に向けた取組み
の推進

　県では、平成23年度に知事を本部長とする岩手県再生
可能エネルギー推進本部を設置し、再生可能エネルギー
の導入拡大による地域の振興や防災拠点への再生可能エ
ネルギー導入促進に取り組んでいるところです。

【具体の内容】
１　風力発電（陸上・洋上）波力発電等の多様な再生可
能エネルギー導入・検討に係る支援、県自らの主導によ
る取組の推進
　県では、①具体的設備導入に対する県単融資制度での
支援、②事業検討の参考としていただくための導入支援
マップや、支援情報や窓口を一元化したポータルサイト
の公開などによる支援、③再生可能エネルギー導入の普
及啓発、地域振興と相まった導入の掘り起しに向けたセ
ミナーや勉強会の開催などを実施するほか、④平成26年
度に久慈市を含む３地域４地区を選定し、県において策
定した風力発電導入構想の具体化に向け、久慈市とも連
携しながら、事業者の誘致に向けた取組を進めていきま
す。
　また、海洋再生可能エネルギー（洋上風力発電、波力
発電など）については、県北沿岸地域での導入可能性を
探るため、これまで風況調査や海洋生物に対する影響調
査等を実施してきているところです。
　平成24年度には、文部科学省の「東北復興のためのク
リーンエネルギー研究開発推進事業」に採択され、貴市
において東京大学を中心に波力発電システムのプロジェ
クトが進行しているところです。
　今後とも、海洋再生可能エネルギーの導入実現に向け
て、貴市や関係機関と連携し、取組を促進していきま
す。

２　系統連系に必要な送電網強化に向けた取組の推進
　これまでも機会を捉えて送電網の充実強化について国
に対し要望を行っており、今後も継続していきます。

県北広
域振興
局

経営企画
部

10 / 40



久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

７　県北地域に
おける企業支援
の充実について

 当市は、県央・県南地域と比較して経済基盤が弱く、経
済力の格差が顕著であり、これを是正すべく県とも連携
して地域経済の底上げに取り組んできたところでありま
す。
　また、東日本大震災による津波により、当地域の経済
は大きな打撃を受けたところでありますが、国や県から
の支援により、着実に復興がなされているところであり
ます。
　さらに、平成25年度には被災地域に立地する企業への
支援となる「津波災害被災地域企業立地補助金」が、今
年度においては「地方創生・地域産業緊急重点強化支援
事業」が創設され、企業の設備投資や立地による雇用の
拡大が見込まれるなど、地域経済の活性化につながる支
援がなされております。
　しかしながら、企業の立地や設備投資と併せて、企業
の競争力強化、地域経済の活性化を図るためにも、復
旧・復興に要した期間に失われた販路の回復や、さらな
る事業展開に向けた商品開発、新たな販路の開拓が必要
となっております。
企業を訪問した際の聞き取りの中では、販路の拡大や新
たな商品開発に注力したいという話が出ており、マッチ
ング支援や、コーディネイト事業の斡旋なども進めてき
たところであります。
　しかし、外部人材による支援だけでは、企業本来の競
争力強化にはつながり難いため、商品開発や販路開拓の
ノウハウを持った人材育成などが必要と考えられている
ものの、個別企業ごとの取組みには限界がある状況にあ
ります。
上記に鑑み、地域において、企業に寄り添いながら商品
開発や販路開拓を進める人材を育成し、企業に還元して
いく仕組みをつくるなど、企業の質的向上を図るための
支援策を充実されるよう要望いたします。

【具体の内容】
商品開発や販路開拓に係る人材の育成を支援する取組み
の推進

　県では、水産加工業の本格復興をはじめ沿岸地域の食
産業の振興を図るため、平成24年度から多様な専門家と
密に連携しながら事業者の商品開発や販路開拓を重点的
に支援する「三陸復興商品力向上プロジェクト」に取り
組み、専門家による個別相談や企業訪問、更には量販店
等での試験販売や商談会の開催等を通じて、事業者の質
的な向上を図っています。
　今後、こうした取組を充実・強化するとともに、事業
者等の創業や新事業展開を支援する「いわて希望ファン
ド」や「いわて農商工連携ファンド」等の助成事業の活
用を一層促進しながら、マーケティングや新商品等の開
発、更には、販路開拓や経営・技術に関するノウハウの
習得を支援するなど、地域産業の持続的発展に向けた人
材育成に取り組んでいきます。

県北広
域振興
局

経営企画
部

Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

１　国民健康保険の都道府県単位化については、平成27
年５月29日に「持続可能な医療保険制度を構築するため
の国民健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され
たところですが、詳細については、引き続き国と地方３
団体で構成される「国保基盤強化協議会」において、協
議が行われることとなっておりますので、県としても必
要な事項については、全国知事会等を通じて要望してい
きます。

２　子ども医療費助成については、県では、人口減少対
策としての総合的な子育て支援施策の一環として、市町
村等と協議のうえ、窓口負担の現物給付（未就学児及び
妊産婦を対象）と併せて、助成対象を小学生の入院まで
拡大することとしたところです。
　なお、実施時期は、対象拡大が平成27年８月、現物給
付が平成28年８月からとしており、これに向けた取組を
着実に実行しているところです。
　本県の子ども医療費助成について、対象者の範囲を更
に拡充した場合、次のとおり県費負担が増大するものと
見込まれることから、現在の厳しい財政状況の中で、更
なる拡大は直ちには難しいと考えていますが、人口減少
対策としての総合的な子育て支援施策については、今般
策定する「人口ビジョン」や「ふるさと振興総合戦略」
においても重要なテーマであり、引き続き検討していき
たいと考えております。

８　国民健康保
険及び医療費助
成制度の充実強
化について

県北広
域振興
局

保健福祉
環境部

Ｂ

　国民健康保険は、その構造的な問題から財政基盤が極
めて脆弱であり、当市においても被保険者数の減少や医
療費の増大などから、多額の歳入不足額が生じ、一般会
計からの法定外繰入や翌年度予算の繰上充用などにより
凌いでおり、厳しい財政運営を余儀なくされておりま
す。
　また、子どもの医療費助成について、県においては就
学時前児童、小学生の入院部分のみを対象としており、
当市においては独自の基準により、中学生までを対象に
医療費助成を行っておりますが、厳しい財政状況によ
り、財源の確保が課題となっております。さらに、給付
方式についても、国民健康保険への療養給付費等国庫負
担金の減額措置が講じられることから償還払い方式とし
ており、受給者に不便を煩わせるとともに、受診抑制に
よる疾病の重症化が懸念されております。こうした状況
を踏まえ、次のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康
保険法等の一部を改正する法律」に基づく国民健康保険
に対する財政支援の確実な実施や低所得者の負担軽減の
ための更なる支援の拡充、また保険者の都道府県移行に
関する速やかな情報提供を行うとともに、市町村ごとの
標準税率や国保事業納付金の算定方法など、詳細な制度
設計についての十分な協議や、システム変更等において
新たな地方負担が生じないよう国に対して要望するこ
と。
２ 子どもの医療費助成について、県が制定した「いわて
の子どもを健やかに育む条例」に基づく子育て支援の観
点から、助成対象の拡大や所得制限の撤廃など事業の拡
充を図ること。また、現物給付方式とする場合の国庫負
担金の減額に対する補填など、県独自の財政支援制度を
創設すること。
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

　なお、本来、乳幼児や子どもの医療費助成は、自治体
の財政力の差等によらず、全国どこの地域においても同
等な水準で行われるべきであり、県の政府予算要望にお
いて、国において全国一律の制度を創設するよう要望し
ています。
　国保の国庫負担金の減額措置に対する補助について
は、過去（平成４年４月から平成７年７月まで）に現物
給付から償還払いへの移行期間として、本県でも国庫負
担金の減額分の２分の１を補助したことがありますが、
今般の未就学児及び妊産婦の現物給付の実施にあたり、
現物給付化による国庫負担金の減額措置の額及び医療費
助成の対象を拡大した場合の負担増減額を市町村に示し
たうえで、市町村の同意を得て、実施することとしたと
ころであり、改めて県独自の財政支援制度を創設するこ
とは、困難であると考えています。
　なお、現物給付した場合の減額措置の撤廃について
は、毎年度、県として国に要望しているところであり、
今後も引き続き国に対して要望していきます。
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９　交通安全施
設の充実につい
て

　交通事故のない社会を目指すため、例年、関係機関と
ともに交通安全施設点検を実施し、危険箇所の把握・整
備促進により交通安全の確保に努めているところであり
ますが、通勤・通学時間帯において渋滞の発生する交差
点への信号機設置や、市内各地における歩道整備が早急
に必要であります。
　国道281号線と市道川貫寺里線の交差点は、通勤通学時
間帯において交通渋滞が発生し、地元住民等から信号機
の設置要望があることから、平成20年度より関係機関に
対し、設置要請を行ってきたところでありますが実現さ
れていない状況にあります。
　歩行者や自転車の安全確保のため、交通安全施設を整
備することは、市の取組みだけでは不可能であります
し、国道や県道等への整備も必要であります。
ついては、国、県が一体となり、早急に交通安全施設を
充実・改善することで、住民が安心して暮らせるよう次
のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　国道281号と市道川貫寺里線の交差点への信号機の設
置
２　国・県道の歩道等の整備

１　国道281号と市道川貫寺里線の交差点への信号機の
設置
　平成27年度においては、交通規制対策協議会で設置の
必要性が認められ、設置について県警本部へ上申がなさ
れている状況です。
　今後も、交通安全に資するよう交通安全施設の整備に
ついて、地域の意見を踏まえて、検討していきます。
（C）

　
２　国・県道の歩道等の整備
　国・県道は、地域振興や住民生活にとって必要不可欠
であり、なお一層の交通安全施設の改善が必要であると
認識しています。当管内においても、歩道整備について
多くの要望が出され、緊急性の高いものから整備に取り
組んでいるところであり、久慈市内では現在３地区で整
備を進めています。（B）

県北広
域振興
局

経営企画
部

Ｂ・
Ｃ
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要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

10　岩手県立久
慈病院の医師の
確保等について

　地域住民が安心して生活するためには、地域医療が不
可欠です。
　しかしながら、地域の医療は、東日本大震災の影響な
どから、医師や看護師などの医療従事者が不足してお
り、必要な医療供給体制の確保が、地域住民、地方自治
体にとって極めて切実な問題となっています。
　当地域唯一の中核的病院である岩手県立久慈病院にお
いては、麻酔科、耳鼻咽喉科、呼吸器科の常勤医師が不
在のほか、周産期母子医療体制の充実と強化が求められ
ています。また、看護師確保が喫緊の課題となっていま
す。
　このようなことから、地域住民が安心して医療サービ
スを受けられるよう、次のとおり要望します。

【具体の内容】
１　抜本的な常勤医師確保対策の充実強化の対策を講じ
ること
２　ハイリスク分娩についても県立久慈病院で対応でき
るよう、周産期母子医療体制の充実強化の対策を講じる
こと
３　看護師の待遇改善のほか、看護師の養成及び確保対
策を講じること

県北広
域振興
局

保健福祉
環境部

Ｂ

　常勤医師の確保については、これまでも関係大学に対
して派遣を要請しているところですが、関係大学の医局
においても医師の絶対数が不足していることから厳しい
状況が続いています。
　特に産婦人科医については専攻する医師が少なく、現
時点では、すべての医療圏に複数の常勤医を配置するこ
とは極めて困難な状況であることから、圏域を越えた連
携や診療応援を強化する中で必要な医療提供体制を維持
しているところです。
　今後においても、医療提供体制の充実が図られるよう
関係大学との連携を一層強化するとともに、即戦力とな
る医師の招聘や奨学金養成医師の効果的な配置等により
常勤医師の確保に努めていきます。
　看護師の待遇改善については、育児短時間制度の導入
や看護補助者の夜勤導入など、育児支援制度の充実や看
護師の業務負担の軽減を図りながら、魅力のある働きや
すい職場環境への改善に取り組んでいるところです。
　また、看護師の養成については、被災地等における看
護師確保の厳しい状況を踏まえ、平成23年度に看護職員
修学資金の貸付額の増額と貸付枠を拡大しているほか、
沿岸部唯一の看護師養成所である宮古高等看護学院の拡
張工事を行い、平成28年度から入学定員を８名増員し、
32名とすることとしています。
　看護師確保対策については、医療局独自に看護職員就
職説明会を開催するほか、県内外の看護師養成校主催の
就職セミナーへの参加や、看護学生就職支援業者主催の
就職説明会への参加及び看護師養成校への訪問などを行
い、県立病院の魅力を積極的に情報発信しています。採
用選考試験についても、平成25年度から久慈病院を含む
被災沿岸地域病院への配属を要件として専門試験の免除
等、試験区分を追加して実施しており、今後とも、様々
な取組を行い看護師確保に努めていきます。
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要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

11　予防接種の
充実強化につい
て

 これまで厚生労働省において７ワクチン（子宮頸がん予
防、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、成人用肺炎球菌、流
行性耳下腺炎、Ｂ型肝炎）の定期接種化が検討され、予
防接種法改正により平成25年度から３ワクチン（子宮頸
がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌）が定期接種化されま
した。また、平成26年度から２ワクチン（水痘、成人用
肺炎球菌）が定期接種化され、残りの２ワクチン（Ｂ型
肝炎・流行性耳下腺炎）とロタウイルスを加えた３ワク
チンについては、引き続き、技術的課題等の整理・検討
を行うとされているところです。
 平成25年度の３ワクチンの定期接種化に係る財政措置
は、国庫補助から特定扶養控除の廃止に伴う地方税収増
加分が割り当てられ、平成26年度の２ワクチンについて
は、地方交付税措置とする仕組みへと移行されたことに
伴い、地方における財政負担の増大を懸念しております
が、これら定期接種に係る十分な財政措置は国において
しっかりと講じられることが必要であります。
 また、感染症から住民の健康を守る観点から、Ｂ型肝
炎・流行性耳下腺炎・ロタウイルス・乳幼児の季節性イ
ンフルエンザの任意接種ワクチンは、早期に定期接種化
される必要があります。
こうした状況を踏まえ、次のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　２ワクチン及びロタウイルスの定期接種化を早期に
実現できるよう、国に対し、迅速な対応を要望すること
２　地方の財政負担が増大することがないよう、５ワク
チン接種に係る財源措置について、国に対し、要望する
こと
３　インフルエンザのハイリスク群に分類される乳幼児
について、季節性インフルエンザの定期接種化の具体的
な検討を開始するよう国に対し要望をすること

１　子どもの予防接種については、感染症から守り、健
やかな育ちを支える役割を果たす重要な手段であるとの
認識のもと、新たなワクチンの定期接種化について制度
の充実を図るよう国に対して継続して要望しているとこ
ろであり、今後とも市町村とともに要望していきます。

２　予防接種に要する経費については、これまでも国に
対して要望を行ってきたころです。今後とも新たなワク
チンの定期接種化に当たっては、市町村の過度の財政負
担が生じないよう必要な財政措置を講ずるよう国に対し
て要望していきます。

３　乳幼児のインフルエンザの予防接種に関しては、そ
の効果を検証する必要があり、国の厚生科学研究等にお
いて知見を集積していると理解しています。県としては
引き続き新たな知見や報告の状況について注視しなが
ら、必要な対応を図っていきます。

県北広
域振興
局

保健福祉
環境部

Ｂ

16 / 40



久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
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12　ドクターヘ
リの運航につい
て

　平成25年４月から青森・岩手・秋田の北東北３県にお
いて、県境を越えた広域連携の運航が開始されており、
ドクターヘリの県境を越えた広域連携は、救命効果が高
いとされる15分以内で到着できるエリアの拡大が見込ま
れています。
　広域連携においては、出動要請要件が見直され、平成
26年10月１日からは他県ヘリの出動要請要件に「自県の
搭乗医師が救命に効果的であると判断した場合」が運行
マニュアルに新たに追加されたところですが、一刻を争
う救急救命医療においては、市民から要請を受けた消防
本部の判断で、直近の基地病院への要請、治療開始がで
きるような体制の構築が課題となっております。
　こうした課題に対応するため、患者が緊急医療機関で
速やかに受療できるよう、ドクターヘリの県境を越えた
広域的な運航対策を講じるとともに、広大な面積を有す
る本県全域をカバーするための運航対策が必要であると
考えます。
こうした状況を踏まえ、次のとおり要望します。

【具体の内容】
　広域連携運航の運用に関し、救急要請を受けた消防本
部の判断により、柔軟に他県ドクターヘリの出動要請が
できる体制を構築すること

　ドクターヘリの広域連携については、各県のドクター
ヘリ運航調整委員会における議論等を踏まえ、三県間の
合意により実施しているところですが、各県において整
備し運航しているドクターヘリは基本的に自県の救急要
請に対応する必要があることから、自県ドクターヘリ優
先を原則としているところです。
　こうした中で、地域からの要請を踏まえ、より効果的
な運航の実現を図るため、三県間で協議を重ね、御案内
のとおり「搭乗医師の判断で他県ヘリの出動を要請でき
る」、「自県防災ヘリより他県ドクターヘリへの要請を
優先できる」といった運用の見直しを行いました。
　三県による協議においては、出動要件については今後
も必要な見直しを行うこととしており、まずは見直し後
の運航マニュアルによる運用を行い、その上で、必要な
見直しを検討していきます。 県北広

域振興
局

保健福祉
環境部

Ｂ

17 / 40



久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

13　地域資源を
生かした産業に
対する支援につ
いて

　当市は、豊かな農林水産物に恵まれており、これらと
美しい自然や伝統文化といった地域資源とを融合させ、
今後の産業振興と地域活性化につなげていきたいと考え
ております。
　活力ある地域産業の振興のためには、新作目の開発や
未利用資源の有効活用のための試験研究、起業化、商品
化、高付加価値化、流通体系の確立、人材育成などの
パッケージ型の産業振興策とともに、安心安全な供給シ
ステムの確立等、人と自然にやさしい資源循環型産業の
促進が必要であります。
　農林水産業に関わる生活文化と豊かな地域資源との融
合により、総合的な地域振興施策の推進を図る必要があ
りますことから、次のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　農業に対する支援
 (1) 認定農業者等担い手に対する総合的な支援
 (2) ほうれんそう、菌床しいたけの生産拡大に対する支
援と、新たな適地適作となる推奨作目の選定支援
 (3) 短角牛一貫経営等に対する支援(後継者育成、施設
整備、差別化による販売拡大等)
 (4) 地産地消の推進に対する支援

１　農業に対する支援
(1) 認定農業者等担い手に対する総合的な支援
　新規就農者の確保・定着に向けたアクションプランを
早期に見直し、関係機関・団体が一体となって新規就農
者を支援していきます。
　また、認定農業者や集落営農組織など「地域農業マス
タープラン」に位置付けられた中心経営体に対し、農地
中間管理事業を活用した農地集積を進めるとともに、経
営発展に必要な機械・施設の導入を支援していきます。

(2) ほうれんそう、菌床しいたけの生産拡大支援、新た
な推奨作目の選定支援
　久慈地域においては、ほうれんそうと菌床しいたけは
園芸の主力品目であることから、県単事業により生産施
設及び機械の導入を引き続き支援します。
　特にほうれんそうについては、今般「久慈地方ほうれ
んそう産地拡大ビジョン」を策定して産地拡大に向けた
体制を整えたところであり、技術面の支援も強化しま
す。
　また新たな推奨品目の選定については、補完品目とし
ていんげんの拡大を進めてきたところであり、今後も地
域に適合する収益性の高い新品目の選定に取り組んでい
きます。

県北広
域振興
局

農政部 Ｂ
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

(3) 短角牛一貫経営等に対する支援
　県では、肉用牛若手生産者を対象に研修会を開催し、
生産者の交流促進による生産意欲の喚起に努めていると
ころです。
　また、短角牛の生産振興については、県単事業により
素牛導入や施設整備、肥育経営の経営安定化などに取り
組んでおり、今後も必要な予算の確保に努めていきま
す。
　加えて、短角牛の生産振興に当たっては、加工・流
通・販売まで一貫した６次産業化の取組が重要であるこ
とから、各種助成制度の活用による商品開発や販路拡大
を支援します。それと同時に、取引先である首都圏レス
トランを案内し、生産者及び食肉加工販売事業者等の生
産現場を視察していただくなど、取引継続や利用拡大等
に向けた支援を行っています。
(4) 地産池消の推進への支援
　県では、食と農林水産業の振興に関する条例（平成27
年岩手県条例第49号）を制定し、県民が県産農林水産物
を安定的に購入・消費することができる体制整備への支
援や、学校給食等での県産農林水産物の積極的な利用等
について推進することとしています。
　また、産直施設の経営力強化に向けたアドバイザーの
派遣や産直のネットワーク形成などの支援を行い、県産
食材の供給体制の強化等を図り、地産地消の推進に取り
組んでいきます。
　なお、管内の産直施設が取り組む品揃え充実のための
活動や、消費者との交流活動等を通じ、産直施設の売上
げ拡大に向けた支援を行っていきます。
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久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

２　林業に対する支援
(1)　間伐材・林地残材の活用に対する総合的な支援
(2)　アカマツ材のブランドＰＲの継続や支援
(3)　木炭産業の生産基盤整備補助の復活と新規参入者へ
の支援

２ 林業に対する支援
(1) 間伐材・林地残材の活用に対する総合的な支援
　間伐材等の活用を促進するため、搬出間伐の実施や高
性能林業機械の導入を支援するほか、森林作業道開設や
森林所有者への施業提案等の研修を通じて林業経営体の
能力向上を支援します。

(2) アカマツ材のブランドＰＲの継続や支援
　アカマツ材の有利販売に向け、人工乾燥に取り組んで
いる製材工場に対する技術指導等の支援を行うととも
に、住民等に対してアカマツ建材のＰＲを行う企業を支
援するなど、アカマツ材のＰＲと利用促進に努めます。

(3) 木炭産業の生産基盤整備補助の復活と新規参入者へ
の支援
　製炭施設等の整備については、国の「森林・林業再生
基盤づくり交付金」が活用できますが、市町村と連携し
た生産基盤整備対策への支援について検討していきま
す。
　また、新規参入者を始め生産者が安定的に生産を維持
できるよう、生産者組織が行う若手生産者育成や生産体
制の強化に向けた取組を支援します。

県北広
域振興
局

林務部 Ｂ
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要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

３　水産業に対する支援
 (1) 水産物の加工に対する試験研究への支援
 (2) 「つくり育てる漁業」に係るアワビ・ウニ・ナマコ
等種苗の計画的な確保、放流及び増殖と藻場整備への支
援
 


３　水産業に対する支援
 (1) 水産物の加工に対する試験研究への支援
　水産物の加工に対する試験研究は、水産物の販路開拓
や付加価値向上を図るうえで重要であることから「高鮮
度イカ供給システム」の開発と普及など、関係者のニー
ズを踏まえつつ、県水産技術センターや大学等と連携し
て研究成果の普及に努めていきます。
　また、県北局では管内の水産加工業者に対し、新商品
開発を支援しています。

 (2)「つくり育てる漁業」に係るアワビ・ウニ・ナマコ
等種苗の計画的な確保、放流及び増殖と藻場整備への支
援
　アワビ、ウニ、ナマコについては、県栽培漁業協会の
種苗生産が本格化したことから、本年度から震災前とほ
ぼ同水準で種苗供給できる体制となっています。
  アワビについては、今後も継続して種苗を放流できる
よう、引き続き国に対して支援を要望しているところで
す。
　また、より高い効果が得られるよう放流効果の調査、
放流技術等について指導していきます。
　そのほか、アワビ・ウニの増殖場として、震災前から
整備中の久喜東漁場については、平成28年度までの計画
で整備することとしており、藻場造成については地域の
要望を踏まえて、水産基盤整備方針（H26～30）に基づ
き、計画的に実施していきます。

県北広
域振興
局

水産部 Ｂ
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要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

14　大規模園芸
団地の整備に対
する支援につい
て

　当市の農業を取り巻く情勢は、農産物の価格低迷や資
材の高騰に加え、農業従事者の高齢化や後継者不足が深
刻化していることから、生産意欲の低下が見受けられる
状況にあります。
　このような情勢の中、近年その販売額の伸びが著し
く、当市の基幹作目の一つへと成長した「菌床しいた
け」の更なる生産振興に重点を置き、生産施設の整備を
推進するとともに、担い手の育成・確保を図ることによ
り、激化する産地間競争を勝ち抜く足腰の強い農業シス
テムを確立する必要があります。
菌床しいたけ栽培は、空調設備のあるハウスの整備を始
め、初期投資が多額であることが新規参入希望者の障害
となっています。
　また、化石燃料価格の高騰が続き、長期的な経営の展
望を見通せないことが生産者の生産意欲の低下の一因と
なっています。
　このことから、民間事業者が整備を計画している木質
バイオマスを活用した熱供給施設周辺に、安定した価格
でエネルギーを調達できる大規模園芸団地及び新規参入
希望者の研修施設としてトレーニングファームを整備
し、経営の安定化及び新規参入支援を推進する必要があ
りますことから、次のとおり要望いたします。
【具体の内容】
１　大規模園芸団地の整備
　菌床しいたけ栽培ハウスの整備に対する支援
２　市営トレーニングファームの整備
　菌床しいたけ栽培を主とした施設園芸用ハウスの整備
に対する支援

１　大規模園芸団地の整備に対する支援
　菌床しいたけ栽培ハウスの整備については、県単事業
により支援しているところですが、大規模な園芸（菌床
しいたけ）団地の整備については、国庫事業の活用など
を併せてご検討願います。

２　市営トレーニングファームの整備に対する支援
　市営トレーニングファームの整備についても、計画的
に県単事業や国の制度の活用を検討するようお願いしま
す。
　その際、施設整備に限らず、新規参入希望者の技術習
得や施設の運営についても、具体的な構想を基に支援し
ていきたいと考えています。

県北広
域振興
局

農政部 Ｂ
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要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
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15　久慈川河口
閉塞等の抜本的
な対策について

　秋サケは、当市の主要水揚げ魚種の一つで、地元漁家
にとっては重要な収入源であり、当市水産業振興の要の
魚種に位置付けているところでありますが、最近の秋サ
ケ水揚げ状況は、温暖化等の影響もあり低迷していると
ころであります。
　このことから市では、平成26年度に国県のご高配をい
ただき、久慈川漁業協同組合を事業主体とした「さけ種
苗生産施設」の整備を進めているところであります。
　一方、久慈川河口が大雨や高浪等の度に閉塞するた
め、サケの放流や遡上に支障を来しているばかりでな
く、ふ化事業に供するサケの捕獲にも大きな影響が生じ
ているところであります。加えて、河口閉塞による河川
水位の上昇から、住宅地等への浸水被害も発生している
状況にあります。
　このことから逐次、浚渫等の対策が講じられてはおり
ますが、抜本的な解決には至っておらず、河口閉塞防止
対策として、久慈川河口への導流堤整備等といった抜本
的対策や災害等により久慈湾内に散逸したブロックや堆
積土砂を除去していくことが必要でありますので、次の
とおり要望いたします。
【具体の内容】
１　久慈川河口閉塞の抜本的対策
  導流堤の整備等
２　久慈湾内の支障ブロック等の除去
(1)　久慈川河口付近の支障ブロック等の除去
(2)　国家石油備蓄基地付近の支障ブロック及び堆積土砂
の除去

１ 久慈川河口閉塞の抜本的対策　導流堤の整備等
　久慈川河口閉塞については、河口部の土砂の堆積状況
を注視しながら、河口閉塞が生じる恐れがある場合に
は、その都度、堆積土砂を撤去するなどの対応としてい
ます。近年では、平成25年12月に河口閉塞により湊小学
校の校庭が浸水するなど被害が発生していることから、
国土交通省と協議しながら久慈川に最適な河口閉塞対策
の対応を検討していきたいと考えています。（C）

２（1） 久慈川河口付近の支障ブロック等の除去
　河口部に散逸しているブロック等が、河川を管理する
上で支障となり撤去が必要と判断された場合は、地元関
係者や国土交通省と協議しながら撤去の方法等について
検討していきたいと考えています。（C）

２(2)　国家石油備蓄基地付近の支障ブロック及び堆積
土砂の除去
　国家石油備蓄基地付近の支障ブロック及び堆積土砂の
除去については、港湾管理者である県が今年度中に撤去
する計画です。(B)

県北広
域振興
局

土木部
Ｂ・
Ｃ
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16　雇用創出支
援メニューの充
実について

１　緊急雇用創出事業の継続と事業メニューの拡大につ
いて
　県では震災等対応雇用支援事業の事業実施期間の延長
及び交付金の追加交付を国に要望しています。事業メ
ニューの拡大については、国との意見交換を通じて情報
収集に努めて参ります。

２　若者の地元定着に対する雇用支援策の拡充について
　県では、広域振興局及びジョブカフェに配置している
就業支援員が、高校生や若者への地元就職の支援を行っ
ています。平成27年度は、企業の人事担当者を対象とし
たセミナーの開催等による企業の採用力を強化する支援
を拡充するほか、Ｕ・Ｉターン就職情報発信や相談窓口
をジョブカフェいわてに設置することにより、県外から
地元へのＵ・Ｉターン就職を促進していきます。
　また、地元就職希望者を増やしていくためには、小中
高生に地域企業等の魅力理解をより一層深めてもらえる
ようなキャリア教育が必要と考えており、商工団体、教
育委員会、行政機関等で構成する研究会を立上げ、地域
におけるキャリア教育の現状や先進事例を分析し、久慈
市とも連携しながら推進体制の強化に向けた取組を進め
て参ります。

３　求職者の人材育成及び事業所支援による経済活性化
のための新たな支援制度の創設について
　求職者の方々に対しては、その再就職を支援するた
め、離職者等再就職訓練を実施しているところです。ま
た、平成28年度以降の長期・安定的な雇用の創出の拡大
を図るため、国に対し、事業復興型雇用創出事業の事業
実施期間の延長及び交付金の追加交付等を要望したとこ
ろです。

県北広
域振興
局

経営企画
部

Ｂ

　当市の現在の雇用情勢は、非正規雇用や短期的な雇用
の割合が高く、求職者側と求人側のミスマッチも生じて
おり、安定的な雇用創出に向けた施策が求められており
ます。
　当市では、これまでも市の独自制度である「再就職緊
急支援奨励金」及び「新卒者雇用支援奨励金」の交付等
に取り組んできたほか、国の「緊急雇用創出事業」を活
用し、雇用の創出に努めてまいりましたが、現行の「震
災等対応雇用支援事業」等については、平成27年度を
もって終了するとの国の方針が示されたところでありま
す。
　また、当市においては、平成27年度、若者の地元定着
を図るため、「新卒者雇用支援奨励金」を改正し、３年
間職場定着した新卒者本人に奨励金を交付するととも
に、久慈市にＵ・Ｉ・Ｊターンする若者と雇い主に対す
る支援策として、「Ｋターン若者雇用拡大奨励金」制度
を創設したところであります。
　当市におきましては、雇用対策は最重要課題の一つで
あり、雇用のミスマッチにより雇用に結びついていない
求職者への緊急的な対策の継続や若者への雇用対策、安
定的・長期的な雇用に向けた求職者側・求人側双方への
対策の充実が必要な状況となっておりますことから、次
のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　緊急雇用創出事業の継続と事業メニューの拡大
２　若者の地元定着に対する雇用支援策の拡充
３　求職者の人材育成及び事業所支援による経済活性化
のための新たな支援制度の創設
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17　「あまちゃ
ん」効果など新
たな観光資源を
活用した観光振
興について

　当市は、「観光による賑わいのあるまちづくり」を推
進しており、ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」の放
送効果により、北三陸地域の知名度が向上したところで
ありますが、今後においても「北三陸あまちゃん観光推
進協議会」を核とした広域的な観光推進が必要と考えて
おります。併せて、台湾を中心とした海外からの観光客
誘致の推進を図る必要があります。
　また、新たな観光資源として「三陸復興国立公園」、
「みちのく潮風トレイル」及び「三陸ジオパーク」につ
いても、地域の特性を活かした体験を取り入れたイベン
ト等を開催し、観光資源としてのメニュー化の推進を図
るとともに、利用者の利便性向上を図るため、施設整備
の充実が必要であります。
こうした状況を踏まえ、次のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　北三陸あまちゃん観光推進協議会への継続支援
２　台湾等外国人観光客の誘致への支援
３　「三陸復興国立公園」、「みちのく潮風トレイル」
及び「三陸ジオパーク」への誘客拡大に向けた施設整備

１　北三陸あまちゃん観光推進協議会への継続支援
　「あまちゃん」の放映により、特色ある地域資源や風
土が全国に発信され、ロケ地である久慈地域への関心が
高まったところであり、その効果の持続のため、受入態
勢の整備や誘客宣伝など、引き続き地域において主体的
な取組ができるよう支援してまいります。

２　台湾等外国人観光客の誘致への支援
　外国人観光客については、海外での「あまちゃん」人
気などを活用しながら北三陸地域への誘客促進に取り組
んでおり、海外旅行会社やメディアの招請事業におい
て、「あまちゃん」ロケ地の訪問のほか、しおかぜトレ
イル、ジオパークなど、北三陸の魅力を十分に伝えなが
ら、旅行商品造成の促進に努めています。
　また、台湾については、中華航空等の主催で本年6月
に開催された「新・日本旅游節」において、いわての魅
力の一つとして、あまちゃん・三陸鉄道を大きく取り上
げ、さらに、「まめぶ」の試食販売も行い、北三陸を強
力にＰＲしてきたところであります。
　今後も、市町村等と連携を図りながら、北三陸の観光
資源を活かした海外からの誘客に取り組んでいきます。

県北広
域振興
局

経営企画
部

Ｂ
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３　「三陸復興国立公園」、「みちのく潮風トレイル」
及び「三陸ジオパーク」への誘客拡大に向けた施設整備
(三陸復興国立公園及びみちのく潮風トレイル)
　環境省は、平成25年5月24日に種差海岸階上岳地域を
陸中海岸国立公園に編入し、三陸復興国立公園として指
定したところですが、県としても三陸地域復興への非常
に大きな原動力になるものと考えており、国が実施する
「三陸復興国立公園」における復旧・再整備事業等の施
行委任を受け、早期復興がなされるよう整備を行ってい
るところです。
　また、長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」は、
本県の震災からの復興状況を全国に発信し、観光誘致効
果を三陸沿岸地域に広く波及させるほか、農林水産業の
活性化にも効果が大いに期待されることから、安全・快
適で利用客に親しまれるトレイルとなるよう安全対策面
や環境整備等について積極的に国へ要望していきます。

(三陸ジオパーク)
　平成26年度に県内主要ジオサイト８箇所の解説案内板
の整備を行いました。
　平成27年度は新たに「三陸ジオパーク案内板等整備費
補助」を設け、関係市町村と連携して来訪者等にわかり
やすい情報を提供し、利便性や周遊性の向上を図ること
としており、引き続き他の観光資源と連携をした施設整
備を促進し、三陸ジオパーク全体のブランド化・イメー
ジアップに努めていきます。
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18　体験型・交
流型観光の振興
について

 当市の体験型・交流型観光の受入、特にも体験型教育旅
行の受入は年々増加しておりますが、一方で農林漁家民
泊体験の受入家庭は高齢化により年々減少しており、受
入家庭の確保が重要課題であります。
 旅行者（学校）側では、民泊体験の教育効果が大きいこ
とから、今後も確実に民泊体験を導入する学校が増加す
ると思われますが、現状のままでは、今後小規模校のみ
の受入となり、受入人数も確実に減少いたします。
 このことから、新たな受入家庭の登録と、現在の受入家
庭の維持を内容とした 体制整備と同時に、各種許可取得
をすすめ、生徒のみならず、一般旅行者も宿泊できる安
全安心な受入体制も整備する必要がありますことから、
次のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　体験型教育旅行受入強化への支援
 (1) 農林漁家民泊の家屋改修に対する支援
 (2) 学校関係者、旅行会社、一般旅行者を対象としたモ
ニターツアーの実施
２ 「岩手県ほんもの体験フォーラム(仮称)」の実施
「第11回全国ほんもの体験フォーラムinいわて」開催後
の取組支援

１　体験型教育旅行受入強化への支援
 (1) 農林漁家民泊の家屋改修に対する支援
　県では、農林漁家民泊家屋の改修について、農林漁家
個人の資産形成という側面から支援事業を設けていない
ことから、「農業近代化資金」や「スーパーＬ資金」等
の低利の融資制度の活用を検討願います。
　なお、国では、集落が他の集落や市町村及びNPO法人
等と連携して形成する集落連合体等が事業実施主体と
なって、農家民宿等の補修等を行う場合の支援制度（都
市農村共生・対流総合対策交付金）があるので、併せて
活用を検討願います。

 (2)　学校関係者、旅行会社、一般旅行者を対象とした
モニターツアーの実施
  県では、県観光協会及び東北観光推進機構主催の教育
旅行誘致説明会や学校・旅行会社等への訪問活動の機会
等を活用し、地域特有の体験メニューについて広くＰＲ
しているところです。
　また、震災学習を中心とした教育旅行の誘致を強化す
るため、県外の旅行会社を対象としたモニターツアーを
実施するほか、東北観光推進機構においても、関東地区
の学校関係者を対象とした本県へのモニターツアーを実
施する予定であり、このような機会を活用しながら、体
験型教育旅行のＰＲに努めていきます。(Ｂ)

県北広
域振興
局
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２　「岩手県ほんもの体験フォーラム(仮称)」の実施
「第11回全国ほんもの体験フォーラムinいわて」開催後
の取組支援
　昨年開催された「第11回全国ほんもの体験フォーラム
inいわて」では、会場地の市町村において地域資源を活
用した体験プログラムの磨き上げに取り組んでいただい
た結果、本県が有する体験交流型観光資源を全国へ向け
て広く発信するとともに、教育旅行客の受入拡大に資す
る大会であったと認識しております。
　開催後においても、効果が県全体に波及するよう引き
続き情報発信等に取り組んでいきます。
　平成27年度は、管内の受入団体と他地域の受入団体と
で相互に体験メニューを体験したり、相互交流の中から
テーマを抽出した地域交流フォーラムを開催するなど、
地域における魅力ある観光地づくりを支援していきま
す。
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19 復興道路及
び復興支援道路
等の整備促進に
ついて

 東日本大震災の大津波によって、国道45号は各地で寸断
されましたが、被災地における完成済みの高規格道路
は、避難道路や救助活動、緊急物資の輸送道路として極
めて有効に機能しました。復興道路「三陸沿岸道路」
は、当地域にとって真に必要な「命の道」であり、復興
へのリーディング・プロジェクトとして位置付けられ、
概ね10年程度での完成が期待されております。
 我が国の高速交通体系の中において、当地域は極めて脆
弱な交通環境下に置かれております。この状況を打破
し、都市間交流の促進と地域振興を図るため、八戸・久
慈自動車道と三陸北縦貫道路を連結し、三陸沿岸を縦貫
する自動車専用道路の整備は地域にとって重要な課題で
あります。
 また、国道281号、国道395号、戸呂町軽米線、久慈岩泉
線は、交流促進道路として、地域間の交流促進と連携強
化、観光振興等による地域経済の活性化はもとより、医
療拠点への搬送時間の短縮、福祉環境の充実や教育振興
への寄与が期待されており、沿線住民の生活に不可欠な
重要路線であります。
 つきましては、次のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　復興道路及び復興支援道路等の整備促進
 (1) 復興道路「三陸沿岸道路」の早期全線完成
   ① 高規格幹線道路「八戸・久慈自動車道」の整備促
進
   ② 地域高規格道路「三陸北縦貫道路」の整備促進

　三陸沿岸地域の復興と安全・安心を確保するため、災
害時等における確実な緊急輸送や代替機能を確保する災
害に強い信頼性の高い道路ネットワークを構築すること
が極めて重要と考え、復興道路の整備にあわせ、内陸部
から三陸沿岸各都市にアクセスする道路及び横断軸を南
北に連絡する道路、インターチェンジにアクセスする道
路を「復興支援道路」、三陸沿岸地域の防災拠点（役
場、消防等）や医療拠点（二次、三次救急医療施設）へ
アクセスする道路及び水産業の復興を支援する道路を
「復興関連道路」と位置付け、交通隘路の解消や防災対
策、橋梁耐震化等を推進しています。御要望の箇所等に
ついても必要性や緊急性などを踏まえながら整備の可能
性について検討していきたいと考えています。

１（１）①②【八戸・久慈自動車道、三陸北縦貫道路】
　三陸沿岸地域の早期復興のためには、高規格幹線道路
や地域高規格道路による三陸沿岸の縦貫軸及び内陸と沿
岸を結ぶ横断軸で構成される幹線道路ネットワークの構
築が必要不可欠であると考えています。県ではこれらの
復興道路等について、国の「東日本大震災からの復興の
基本方針」に沿って着実に整備を進め早期に完成するこ
とを国に対し要望しています。
　今後とも関係機関と調整を図りながら、国に対し早期
全線完成に向けて働きかけを行っていきます。(B)

県北広
域振興
局

土木部
Ｂ・
Ｃ

29 / 40



久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

 (2)　復興支援道路の改良整備
   ① 国道281号の改良整備
    ア 地域高規格道路への指定
    イ 平庭トンネルの早期整備
    ウ 案内～戸呂町口間、下川井～沼袋間の抜本的改良
整備
    エ 大川目地区(岩井橋～森) 、川貫地区の歩道整備
    オ 川貫地区～国道45号へ接続するバイパス整備
    カ 長内橋の架け替え
  ② 主要地方道久慈岩泉線の改良整備
  ③ 主要地方道戸呂町軽米線の改良整備
  ④ 国道395号の改良整備
 (3) 復興関連道路の改良整備
  ① 主要地方道野田山形線(関～平庭峠、白石峠～野田
村）の改良整備
  ② 一般県道野田長内線の改良整備
 


１（２）①　国道２８１号
　ア【地域高規格道路】
　地域高規格道路の指定については、国の地域高規格道
路の整備方針における長期的な目標として、6,000～
8,000キロメートルの整備を図ることとしており、既に
約7,000キロメートルの計画路線が指定されているほ
か、これに加え「候補路線」として全国で110路線が選
定されていることなどから、新たな指定を受けることは
難しい状況です。(C)
　イ【平庭トンネル】
　平庭トンネルについては、これまで整備に向けた各種
調査を進めてきましたが、多額の事業費を要する大規模
事業であり、道路事業をはじめとする公共事業は厳しい
財政状況にあることから、交通量の推移や公共事業予算
の動向等を見極めながら検討していきます。(C)
　ウ【案内～戸呂町口、下川井～沼袋】
　案内から戸呂町口間(芋谷橋方面)については、案内工
区として一部区間を平成24年度に事業化し、延長約
1.2kmのトンネルを含む全体延長約2.1kmの改良整備を進
めています。今年度はトンネル築造工事及び橋梁新設工
事を進めます。(B)
　残りの区間については、交通量の推移、公共事業予算
の動向等を見極めながら検討していきますが、早期の整
備は難しい状況です。(C)
　下川井～沼袋間については、交通量の推移、公共事業
予算の動向等を見極めながら検討していきますが、早期
の整備は難しい状況です。(C)
　エ【大川目（岩井橋～森）、川貫地区】
　歩道整備については各地域から多くの要望があること
から、必要性や緊急性の高い箇所から整備を進めていま
す。
　大川目地区(岩井橋～森)の歩道整備については、平成
22年度に事業着手しており、平成27年度は用地買収及び
物件補償を実施することとしています。(B)
　川貫地区の歩道については、今後の交通量の推移、地
域の沿道状況や県全体の進捗等を踏まえ検討していきま
すが、早期の事業化は難しい状況です。（C）

30 / 40



久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

　オ【川貫～国道45号バイパス】
　川貫地区から国道45号へ接続する一般国道281号の久
慈市街地のバイパスについては、交通量の推移や公共事
業予算の動向等を見極めながら検討していきますが、早
期の整備は難しい状況です。(C)
　カ【長内橋】
　長内橋について橋梁点検で補修が必要となっているこ
とから橋梁補修を行いながら通行の安全確保をしていき
ます。架け替えについては、その必要性も含め、交通量
の推移や公共事業予算の動向等を見極めながら検討して
いきますが、早期の対応は難しい状況です。(C)
１（２）②　主要地方道久慈岩泉線
　主要地方道久慈岩泉線の改良整備については、交通量
の推移や公共事業予算の動向等を見極めながら検討して
いきますが、早期の整備は難しい状況です。
１（２）③　主要地方道戸呂町軽米線
　主要地方道戸呂町軽米線の改良整備については、交通
量の推移や公共事業予算の動向等を見極めながら検討し
ていきますが、早期の整備は難しい状況です。
１（２）④　国道395号
　国道395号の改良整備については、交通量の推移や公
共事業予算の動向等を見極めながら検討していきます
が、早期の整備は難しい状況です。
１（３）①②　【野田山形線、野田長内線】
　野田山形線(白石峠～野田村、関～平庭峠）の改良整
備については、交通量の推移や公共事業予算の動向等を
見極めながら検討していきますが、早期の整備は難しい
状況です。(C)
　野田長内線の改良整備については、久慈市小袖～大尻
地区において、地域の実情にあった1.5車線的道路整備
として、平成22年度に事業着手し、今年度は工事を進め
る予定であり、引き続き整備推進に努めていきます。
（B）
　その他の区間については、交通量の推移や公共事業予
算の動向等を見極めながら検討していきますが、早期の
整備は難しい状況です。(C)
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20　河川の整備
促進について

 当市は度々豪雨による大被害を受けており、恒久的な防
災対策として、導流堤の整備、堤防未整備区間の築堤、
堤防暫定断面区間の嵩上げ及び耐震化が必要でありま
す。併せて、河川を活用した水に親しめる水辺空間の整
備・創出が必要であります。
 東日本大震災では、久慈川及び長内川、夏井川の決壊は
寸前のところで免れたものの、久慈川及び夏井川では堤
防越水により、家屋等に甚大な被害を受けており、堤防
嵩上げ等の河川整備が急務となっております。
 また、急流で蛇行した川幅の狭い河川については、豪雨
及び融雪時による増水の危険にさらされており、早急な
河川整備が必要であります。
つきましては、次のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　久慈川、長内川の堤防未整備区間の築堤
  （大成橋上流右岸、幸橋下流右岸）
２　２級河川小屋畑川の改修
３　久慈川、長内川及び夏井川の堤防の嵩上げ
４　沢川の出水時の排水対策(強制排水)
５　水辺空間の創出
６　遠別川、日野沢川、瀬月内川及び川又川の河川改良
の促進

　これまで河川整備や水防体制の強化について取り組ん
できたところですが、東日本大震災津波による堤防越水
や、平成23年９月に襲来した台風15号により浸水被害等
が発生したところです。

１【久慈川、長内川の堤防未整備区間の築堤】
　長内川長内地区の一部無堤区間は、平成20年度から平
成22年度に新街橋付近まで整備したところです。残りの
長内橋付近までは、新街橋や長内橋の整備計画と調整を
図りながら整備を検討していきます。（B)
　久慈川の大成橋上流右岸、長内川の幸橋下流右岸につ
いては、土地利用状況の変化などを注視しながら県全体
の治水対策の中で緊急性、重要性を総合的に勘案しなが
ら事業化の時期を検討していきます。（C)

２【２級河川小屋畑川の改修】
　小屋畑川の改修については、平成18年10月の洪水の際
に、長内川の背水により浸水被害が発生したことを契機
とし、平成21年度に事業着手したところです。
　平成18年10月相当の洪水に対する再度災害防止を目指
し、これまで特殊堤工事等を行い、平成26年度に完了し
たところです。(A)

県北広
域振興
局

土木部
Ａ，
Ｂ，
Ｃ

32 / 40



久慈市

要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

３【久慈川、長内川及び夏井川の堤防の嵩上げ】
　久慈川の整備区間については、左岸800ｍ、右岸1,180
ｍとし、河口部の港湾や漁港海岸防潮堤に合わせ、湊橋
までＴＰ8.0ｍ（現況ＴＰ7.0）、湊橋から久慈大橋まで
は、ＴＰ8.0ｍから現況ＴＰ7.0ｍに摺り付けるほか湊橋
の架け替え工事も行う予定です。（B)
　夏井川の整備区間については、右岸820ｍ、河口部の
漁港海岸防潮堤に合わせ､大湊橋までＴＰ8.0ｍ（現況Ｔ
Ｐ4.0から6.0ｍ程度）、大湊橋からＪＲ橋梁までＴＰ
8.0ｍから現況に摺り付けるほか、大湊橋の架け替え工
事も行う予定です。（B)
　いずれの河川についても、平成26年3月に工事に着手
しています。
４【沢川の出水時の排水対策(強制排水) 】
　沢川の久慈川との合流点付近の排水対策については、
今後、浸水被害の状況を勘案しながら検討していきたい
と考えています。（C)
５【水辺空間の創出】
　水辺空間の創出については、市民の憩いの場として、
また、自然環境保全の観点からも重要なものと考えてい
ます。久慈川、長内川においては河川公園の整備を進め
てきましたが、さらなる整備の要望につきましては、地
域の皆様や市当局と意見交換を行いながら対応を検討し
ていきたいと考えております。（C)

６【遠別川、日野沢川、瀬月内川及び川又川の河川改
良】
遠別川、日野沢川、瀬月内川及び川又川は、平成23年9
月の台風15号により河川構造物が被災、一部農地等の浸
水被害がありましたが、全ての箇所で災害復旧工事が完
了しています。今後の抜本的な改良は周辺の土地利用の
状況を踏まえ、県全体の整備計画の中で緊急性、重要性
を勘案しながら検討していきたいと考えています。（C)
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21　地域内交通
の円滑化につい
て

　主要地方道及び一般県道は、広域住民に密着した路線
であり、改良整備が進められているところであります
が、今なお、未整備部分が多く、幹線道路としての安全
性・円滑性・機能性の不足から産業振興及び市民生活に
おいて大きな支障を来たしております。
　一戸山形線、大野山形線・侍浜停車場線・侍浜停車場
阿子木線・久慈岩泉線については、改良整備及び歩道整
備が不足しており、安全性を始め、円滑性及び機能性と
も低位に留まっているところです。
　また、当市中心部から、県立久慈東高等学校、夏井町
及び洋野町水沢地区を経由し、一般県道大野山形線に接
続する路線は、久慈市・洋野町の地域間交流を促進する
とともに、地域の中核医療の拠点である県立久慈病院に
アクセスする重要な路線であります。さらには国道281号
等の代替路線としての重要な機能も有しておりますこと
から、県道に昇格のうえ、早期に整備推進を図る必要が
あります。
　市道久慈夏井線（久慈東高校～夏井町に至る区間）及
び市道川井関線については、広域的な交流を促進し、産
業経済の振興を図るうえで、極めて重要な路線であり、
その機能は単なる市道の位置づけに留まらないことか
ら、県代行事業として早期に整備を推進する必要があり
ます。
　こうした状況を踏まえ、次のとおり要望いたします。

　県道は、地域振興や住民生活にとって必要不可欠であ
り、なお一層の改良整備が必要であると認識していま
す。
　当管内においても、多くの整備要望が出されており、
緊急性の高いものから改良整備に取り組んでいるところ
です。
　御要望の箇所については、今後とも地域の皆様方のご
意見を伺いながら、整備の必要性について検討していき
ます。

１(1)【久慈岩泉線】
 路線の変更を伴う整備については、県道として早期に
整備、管理する必要性等を総合的に判断する必要性があ
ることから、交通量の推移等を見極めながら検討してい
きますが、早期の整備は難しい状況です。

１(2)【一戸山形線、大野山形線、侍浜停車場線、侍浜
停車場阿子木線】
 当該路線につきましては、交通量の推移や公共事業予
算の動向等を見極めながら検討していきますが、早期の
整備は難しい状況です。

１(3)【一戸山形線】
　歩道整備については、各地域から多くの要望があるこ
とから、必要性や緊急性の高い箇所から整備を進めてい
ます。御要望の箇所については、今後の交通量の推移、
地域の沿道状況や県全体の進捗等を踏まえ検討していき
ますが、早期の事業化は難しい状況です。

県北広
域振興
局

土木部 Ｃ
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要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

【具体の内容】
１　県道(主要地方道及び一般県道)の改良整備等
  (1) 久慈岩泉線の国道281号との接続箇所の抜本的改良
    （田高地区から国道281号と市道広美町海岸線の交点
へのルート変更整備）
  (2) 一戸山形線、大野山形線、侍浜停車場線、侍浜停
車場阿子木線の未整備区間の改良整備
  (3) 一戸山形線の歩道整備

２　県道への昇格と県代行事業への採択
  (1) 市中心部～県立久慈東高等学校～夏井町～洋野町
水沢地区～一般県道大野山形線に接続する路線の県道昇
格
  (2) 市道久慈夏井線（久慈東高校～夏井町早坂地区）
及び市道川井関線の県代行事業への採択

２(1)【市中心部～県立久慈東高等学校～夏井町～洋野
町水沢地区～一般県道大野山形線に接続する路線】
　県道昇格については、市町村間を結ぶ道路など道路法
に規定する認定要件を具備する必要があり、これらの要
件を満たした路線について、地域の道路網における市町
村道との機能分担や、整備・管理する必要性等を総合的
に判断の上行うこととしており、整備を見込んだ県道認
定は難しい状況にあります。

２(2)【市道久慈夏井線（久慈東高校～夏井町早坂地
区）及び市道川井関線の県代行事業】
　県代行事業については、事業の必要性、緊急性、重要
性が高く、用地補償が完了した箇所の中から、県全体の
道路整備状況を踏まえ総合的に検討していきますが、早
期の事業化は難しい状況です。
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22　道路の老朽
化対策及び整備
における財政措
置について

　道路インフラの維持管理については、道路法改正に基
づく点検基準が制定され、橋梁、トンネル等は、５年に
１度の点検・診断が平成26年７月１日より義務付けられ
ました。
　このため、これまでの事後的修繕から予防的修繕へ転
換し、ライフサイクルコストの縮減を図る必要がありま
す。
　しかしながら、現状においては、道路インフラの老朽
化が進んでいるものの、　その管理が追いついていない
状況にあり、点検・診断が義務付けられたことにより、
点検・診断自体の予算とそれに伴う、補修等の予算が必
要となります。また、メンテナンス分野の技術者の不足
等、点検・診断の適切な実施にも多くの課題が生じま
す。
　つきましては、道路インフラの適正な維持管理のた
め、次のとおり要望いたします。

【具体の内容】
１　点検、診断、補修等に対する補助制度の拡充等、財
政措置の充実
２　人材育成等も含め、点検・診断システムの構築
３　老朽化対策に必要な予算確保
４　地方の道路整備に対する財政措置と地方負担の軽減

 道路の老朽化対策については、各道路管理者が点検・
補修をすることとされていますが、地方の財政的・人的
負担が大きいため、国に対し支援を要望していきます。

１ 点検、診断、補修等に対する補助制度の拡充等、財
政措置の充実
　点検、診断、補修等に対する財政措置については、こ
れまでも国の防災・安全交付金などにより措置されてき
ているところですが、計画的に点検、診断、補修等を実
施できるよう、県としても必要な財源の確保について、
引続き国に対し働きかけていきます。

２ 人材育成等も含め、点検・診断システムの構築
　県内の安全かつ円滑な交通の確保及び効率的な道路管
理を実現することを目的として、平成26年５月に「岩手
県道路メンテナンス会議」を設立したところです。
　この会議では、県内道路管理者が連携しながら、技術
力の向上や長寿命化の推進、維持管理についての情報共
有、課題解決への連携を深めるため、年に２回程度の会
議開催と現地研修会等を実施することとしています。
　また、新たに市町村の人材不足を補うため市町村が実
施する点検診断について公益法人が受託し点検業務を地
域単位で一括発注出来る制度に取り組んでいます。

県北広
域振興
局

土木部 Ｂ
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３ 老朽化対策に必要な予算の確保
　道路インフラの老朽化対策に必要な予算の確保につい
ては、これまでも国の防災・安全交付金などにより措置
されてきているところですが、計画的に老朽化対策を実
施できるよう、県としても必要な財源の確保について、
引続き国に対し働きかけていきます。

４ 地方の道路整備に対する財政措置と地方負担の軽減
　国では、地域主権の確立に向けた予算制度として、社
会資本整備総合交付金や防災・安全交付金などを創設
し、地方の社会資本整備事業を支援することとされてい
ます。
　県としても、必要な財源の確保について、引続き国に
対し働きかけていきます。
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23　久慈・平庭
県立自然公園の
整備促進につい
て

　平庭高原は、久慈･平庭県立自然公園に指定(昭和38年5
月8日)されており、自然公園保護管理については、県の
自然保護管理員の設置委託を受け管理を行っているとこ
ろでありますが、環境整備については、市単独で作業員
が計画的に行っております。冬季の大雪による倒木が多
く、景観を損ねている箇所が見受けられます。また、情
報発信基地でもある既存の観光施設も老朽化が目立って
おります。
　平庭高原では、観光客誘客のため、年３回平庭闘牛大
会が行われ県内外から多くの来場者が訪れております。
６月はつつじまつり、10月は平庭市大感謝祭、冬はス
キー場まつりなど、イベントを実施することで集客を
図っており、また、山里に培われてきた豊かな山村生活
文化を生かし、農林業体験、自然体験、生活文化体験な
どの体験型観光の推進や、首都圏等の学校の教育旅行誘
致などいわゆるグリーン・ツーリズムに取り組んでいる
ところであります。
　このような状況から、イベントの成功に向けては平庭
高原を通る国道281号を利用してもらう仕掛けづくりが課
題であり、また、観光客の利便性・快適性・安全性を確
保するため、宿泊施設の整備や早急な既存施設の改修整
備も課題となっております。
　また、久慈渓流におきましては、ツアー客等大型観光
バスの駐車場がないことや散策道が未整備であることか
ら、久慈渓流の四季折々の素晴らしい景観をゆっくり楽
しんでいただけない状況にあります。こうした状況を踏
まえ、次のとおり要望いたします。

１　久慈･平庭県立自然公園の景観形成の実施
　現在のところ新たな公園施設の整備の充実は財政的な
制約などから、困難な状況ですが、既設の公衆トイレや
炊事棟などの施設については、一層の利活用が図られる
よう、必要とされる修繕等に取り組んでいきます。(Ｂ)

２　観光施設の整備事業への支援
　施設整備について、関係機関等と連携を図りながら、
魅力ある観光地づくりや誘客促進に取り組んでいきま
す。(Ｂ)

３　闘牛大会への支援
  文化財の県指定は、岩手県文化財保護審議会において
検討された「文化財調査研究候補リスト」の中から調査
研究体制の整ったものについて、審議会委員が調査を行
います。
　調査の結果を審議会に諮問し、県指定に値する価値が
認めらる場合に、文化財として指定され保護されます。
　なお、リスト掲載案件については２年に一度（前回は
平成26年度）、市町村教育委員会へ照会しています
  闘牛導入、闘牛飼育への支援については、市として、
闘牛を観光資源としてどのように活用していくのか等、
貴市の具体的な取組の方向性等についてお聞きしなが
ら、県としてどのように支援ができるのか検討して参り
ます。(Ｃ）

県北広
域振興
局

保健福祉
環境部、
県北教育
事務所、
経営企画
部

Ｂ・
Ｃ
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【具体の内容】
１　久慈･平庭県立自然公園（久慈渓流・平庭高原）の景
観形成の実施（久慈渓流の駐車場及び散策路の整備、白
樺林の保護・育成）
２　観光施設の整備事業への支援（平庭山荘の改修、
パークゴルフ場改修、スキーリフトの更新、平庭闘牛場
の改修）
３　闘牛大会への支援（闘牛文化重要無形文化財指定、
闘牛導入、闘牛飼育）
４　イベントの充実及び首都圏からの観光バスツアー等
の誘客事業への支援
５「エコパーク平庭高原（仮称）実施計画」に盛り込ま
れている宿泊施設の整備促進

４　イベントの充実及び首都圏からの観光バスツアー等
の誘客事業への支援
　「うまっ！いわて秋冬期観光キャンペーンガイドブッ
ク（全県版）」や「エリアガイドブック（県北版）」へ
の掲載、宿泊旅行予約サイトへの情報掲載、ツーリズム
ＥＸＰＯジャパンでの催事等を通じて情報発信、誘客促
進に取り組むとともに、いわて観光キャンペーン推進協
議会において商品造成支援を行っているところであり、
今後も関係者と連携しながら誘客の促進に取り組んでい
きます。(Ｂ)
５「エコパーク平庭高原（仮称）実施計画」に盛り込ま
れている宿泊施設の整備促進
　本事業は、久慈市、葛巻町及び関係機関と連携を図り
ながら推進しており、この地域で意欲的に取り組まれて
きた自然体験型教育旅行やグリーン・ツーリズム誘致の
弾みとなり、かつ、既存施設との高い相乗効果も期待で
きる平庭高原自然交流館「しらかばの湯」などの施設に
ついて、優先的に整備を行ったものです。
　県では、「平庭高原交流促進協議会」を設置し、いわ
て体験交流施設だけではなく周辺地域の集客促進のた
め、関係機関との連携による取組を推進することとし
て、必要な情報交換等を行っています。
　平成27年度は、平庭高原地域の交流促進に向けた取組
や調査などを実施し、両市町や関係機関と一体となっ
て、平庭高原周辺地域の集客促進や施設の利用拡大に取
り組んでいくこととしています。

　今後の「エコパーク平庭高原（仮称）実施計画」の実
現に向けた検討については、当地域への入込数や現在の
施設の稼動状況等を見極めながら行うこととしていま
す。(Ｂ)
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Ｃ

24　津波浸水想
定区域内におけ
る学校施設等の
移転改築につい
て

東日本大震災津波により実際に浸水被害を受けた学校が
２校ありました。被害の程度は、校庭浸水と校舎床下浸
水でありましたが、久慈湾や久慈川河口に近いこれら２
校では、今後発生が予想されているＭ8.0前後とされる三
陸沖北部地震津波に備えるにあたり、防災について大き
な不安を抱えております。
　このことは、平成24年度に実施した学校施設の防災力
強化プロジェクト事業においても、近隣住民及び保護者
から、子どもの安全確保、避難施設としての学校の役割
期待から、学校の高台移転や高層化について多くの意見
が寄せられたことからも明らかであります。
　学校の高台移転や高層化について、東日本大震災津波
で建物被害が無かった学校施設は、災害復旧事業や復興
交付金事業の活用が認められなかったものです。
　また、通常の公立学校施設整備事業では、老朽化が認
められる場合でも、移転改築費について1/3の国庫補助に
留まっております。
　南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特
別措置法においては、特別強化地域に指定された区域内
での集団移転促進事業に関連する学校施設等の移転費
は、1/2の国庫補助となっております。学校施設の移転や
高層化には多額の費用を要するため、市単独の財源のみ
では、学校の高台移転や高層化を達成することができま
せん。
　しかも、国等の財政的な支援を受けるには、施設の老
朽化などの条件があり、その条件を満たすための調査費
用の負担が生じます。また、条件を満たすことが出来な
かった場合の代替事業も無いことから調査費用が無駄に
なってしまいます。
　東日本大震災津波での実被害は小規模であったもの
の、保護者・地域住民が受けた学校の防災力に対する不
安は大きく、今後想定される三陸沖北部地震津波もある
ことから、早急な対応が求められております。
　つきましては、次のとおり要望いたします。
【具体の内容】
　津波浸水被害想定区域内の学校施設等の移転改築につ
いては、実被害の大小や老朽化の有無、集団移転などの
条件にかかわらず、高率な補助をもって対応されたい。

　津波浸水想定区域内にある建物で、移転又は高層化が
必要と認められる学校施設等の移転改築については、平
成27年度に国において補助制度を拡充し、公立学校施設
整備事業（補助率：原則1/3（不適格改築））により、
地方公共団体が作成する施設整備計画に計上されている
事業について、学校施設環境改善交付金が交付されるこ
ととなります。
　現時点で、津波浸水被害想定区域内の学校施設等の移
転改築に係る、国の施設整備事業の中で、南海トラフ地
震対策のような高率（1/2）の事業はありませんが、学
校設置者における津波対策や避難所としての防災機能強
化の取組みが進むよう、国による推進方策として、学校
施設整備の財政措置の充実等が図られるよう国に働きか
けていくこととします。
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